
病床不足地域における病床整備計画について 
 

病 床 
種 別 

区 域 区分
病床を整備しようとする施設 
①名称 ②所在地 ③開設者 

整 備 
病床数 

計 画 の 概 要 

病院

① 一宮西病院 
② 一宮市開明字平 1 
③ 社会医療法人杏嶺会 

88床 

 

  現状 計画 計 

病
床
種
別 

一般 312 88 400

計 312 88 400尾 張 
西 部 
医療圏 

病院

① 尾西記念病院 
② 一宮市冨田字宮東1718-1 
③ 社会医療法人杏嶺会 

23床 

 

  現状 計画 計 

一般 51 23 74病
床
種
別 療養 41 0 41

計 92 23 115

西三河 
北 部 
医療圏 

病院

① 桜ヶ丘病院 
② 豊田市豊栄町 11-131 
③ 医療法人成信会 

31床 

 

  現状 計画 計 

一般 32 △13 19病
床
種
別 療養 32 44 76

計 64 31 95

一般病床 
及  び 
療養病床 

 (計) ３病院 142床  

全県域 病院

①（仮称）医療法人生生会 
  新冨田病院 
② 名古屋市中川区打出 

2-347はじめ 
③ 医療法人生生会 

25床 
※ 病床数には計画承認済のものを含む 

  

  現状 計画 計 

一般 47 △5 42

療養 241 5 246
病
床
種
別 精神 13 25 38

計 301 25 326

  
冨田 

病院 
新冨田

病院 
計 

一般 0 42 42

療養 200 46 246
病
床
種
別 精神 0 38 38

計 200 136 326

精神病床 

 (計) １病院 25床  

資料 １－２ 



病床整備計画の手続について 

 
○病院の開設、病院の病床の増加、あるいは診療所の病床の設置といった行為（以下「病院開設

等」という。）を行う場合は、医療法に基づき、知事の許可を受ける必要があります。 
 
○本県では、医療法による許可の前に、病院開設等を計画している者から事前に計画書を提出し

てもらい、その計画内容を審議し適当と認めた場合に限り、医療法上の許可を行うという事前

協議制を採用しております。 
 
○事前協議の手続は、「愛知県病院開設等許可事務取扱要領」により規定されております。 
 
○事前協議の流れは以下のとおりです。 
 

計  画  者 
相談・計画書提出      指導（計画書補正） ※中核市に所在する施設の計画者に対しては、各市保健所が対応。 

                意見提出 

県 保 健 所  圏域保健医療福祉推進会議 
2次医療圏毎に開催（事務局：県保健所等）
三師会、市町村等が構成員 

圏域会議の意見を添えて計画書提出    意見提出（適否判断） 

医療福祉計画課  医療審議会医療計画部会（附属機関） 
 
      計画者に通知                               報告 

医療審議会 
 
○病床整備計画の対象となる病床は以下のとおりです。 
・一 般 病 床 

以下の病床以外のもの 
・療 養 病 床 

以下の病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させ

るためのもの 
・精 神 病 床 

精神疾患を有する者を入院させるためのもの 
・感染症病床 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）に
規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるためのもの 

・結 核 病 床 

結核の患者を入院させるためのもの 


